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生
産
緑
地
法
に
基
づ
く
買
取
申
出
手
続
と
公
有
地
の

拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
届
出
手
続
に

よ
り
重
複
し
て
い
る
手
続
の
合
理
化

国
土
交
通
省

不
動
産
・
建
設
経
済
局

都
市
局

【
重
点
番
号
2
6
】

1

重点番号26：生産緑地法に基づく買取申出手続と公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出手続により重複している手続の合理化（国土交通省）



提
案
に
対
す
る
２
次
回
答

■
提
案
に
対
す
る
２
次
回
答

生
産
緑
地
は
そ
の
要
件
上
公
共
施
設
等
の
適
地
で
あ
り
（
生
産
緑
地
法
第

3条
第
１
項
第
１
号
）
、
同
法
の
行
為
制
限
に
関
わ
ら
ず
、
地
方
公
共

団
体
等
に
買
取
り
機
会
を
与
え
る
公
拡
法
の
届
出
・
申
出
の
対
象
土
地
か
ら
一
律
に
除
外
す
る
こ
と
は
、
公
拡
法
の
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
で
は

な
い
と
考
え
る
が
、
現
在
、
ご
提
案
を
受
け
て
、
生
産
緑
地
法
に
基
づ
く
買
取
り
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
同
法
と
公
拡
法
に
基
づ
く
買
取
り
協
議
に

関
す
る
全
国
的
な
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
て
必
要
に
応
じ
制
度
改
正
を
含
む
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

■
１
次
回
答
を
踏
ま
え
た
提
案
団
体
の
見
解
（
抄
）

〇
土
地
所
有
者
と
行
政
機
関
に
二
重
の
負
担
が
生
じ
て
い
る
課
題
が
解

消
さ
れ
な
い
。

〇
土
地
を
転
売
す
る
ケ
ー
ス
で
は
、
転
売
す
る
者
の
公
拡
法
の
届
出
が
必

要
な
ま
ま
で
あ
り
、
取
引
の
遅
延
を
発
生
さ
せ
る
。

〇
買
取
に
強
制
力
が
あ
る
生
産
緑
地
法
が
優
先
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
公

拡
法
の
申
出
を
提
出
す
る
意
味
は
な
い
。

〇
生
産
緑
地
法
の
買
取
申
出
制
度
に
お
い
て
、
先
買
い
の
機
会
を
与
え
て

も
買
取
が
な
か
っ
た
土
地
に
つ
い
て
、
公
拡
法
に
基
づ
い
て
買
取
協
議

が
成
立
す
る
件
数
は
ゼ
ロ
に
近
い
。

〇
生
産
緑
地
法
の
買
取
申
出
制
度
の
中
で
公
拡
法
の
届
出
制
度
の
目
的

は
果
た
さ
れ
る
。

こ
と
か
ら
、
生
産
緑
地
を
公
拡
法
の
届
出
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
行
為
制
限
解
除
後
の
土
地
は
届
出
不
要
に
す
べ
き
で
あ
る
。

■
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主
な
再
検
討
の
視
点

提
案
団
体
は
、
公
拡
法
第
４
条
に
基
づ
く
届
出
手
続
に
係
る
措
置
を
求
め

て
い
る
と
こ
ろ
、
生
産
緑
地
に
つ
い
て
は
、
生
産
緑
地
法
の
買
取
申
出
手

続
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
等
が
民
間
に
先
ん
じ
て
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
公
拡
法
の
届
出
の
目
的
に
つ
い
て
も
達
成
さ

れ
る
。

公
拡
法
の
届
出
手
続
に
お
い
て
地
方
自
治
体
等
が
買
い
取
る
ケ
ー
ス
は

極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
も
、
公
拡
法
の
届
出
を
改
め
て
行
わ
せ
る
必
要

は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
公
拡
法
第
４
条
の
改
正
等
を
視
野
に
、
手
続
の
合

理
化
に
つ
い
て
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
公
拡
法
第
５
条
に
基
づ
く
買
取
希
望
申
出
と
生
産
緑
地
法
に
基
づ

く
買
取
申
出
手
続
を
並
行
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
の
周
知
に
つ
い
て

は
、
提
案
団
体
に
お
い
て
既
知
の
事
情
で
あ
る
ほ
か
、
並
行
す
る
か
否
か

決
め
る
の
は
土
地
所
有
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
並
行
し
て
行
わ
れ
る
と

は
限
ら
な
い
た
め
、
解
決
策
を
改
め
て
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

■
提
案
団
体
の
提
案
の
概
要

生
産
緑
地
法
第

10
条
に
基
づ
く
買
取
申
出
手
続
と
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
公
拡
法
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
基
づ
く
届
出
手
続
が
重
複
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
土
地
所
有
者
・
行
政
機
関
の
手
続
の
合
理
化
、
民
間
の
土
地
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
、
公
拡
法
の
制
度
改
正
に
よ
る
手
続
の
合
理
化
を
求
め
る
。
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土
地
の
買
取
り
手
続
に
係
る
実
態
調
査
の
概
要

●
調
査
期
間
：
令
和
５
年
８
月
1
7
日
～
９
月
１
日

●
調
査
対
象
：
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
が
あ
る
又
は
指
定
が
見
込
ま
れ
る
全
国
2
3
8
市
町
村
（
回
答
2
1
2
市
町
村
）

●
調
査
内
容
：
生
産
緑
地
地
区
に
お
け
る
公
拡
法
の
届
出
・
申
出
の
実
態
、
運
用
等
（
1
2
項
目
）

●
主
な
調
査
結
果

項
目

結
果

1
R
3
,4
年
度
に
生
産
緑
地
地
区
に
お
い
て

公
拡
法
の
手
続
が
行
わ
れ
た
実
績

届
出
（
第
４
条
）
：
1
,5
4
4
件
う
ち
協
議
に
至
っ
た
も
の

1
2
1
件

買
取
り
に
至
っ
た
も
の

0
件

申
出
（
第
５
条
）
：
1
4
3
件
う
ち
協
議
に
至
っ
た
も
の

3
3
件

買
取
り
に
至
っ
た
も
の

1
3
件

１
の
う
ち
、
生
産
緑
地
法
第
1
0
条
の
買

取
り
の
申
出
が
行
わ
れ
た
後
、
公
拡
法

の
手
続
が
行
わ
れ
た
実
績

届
出
（
第
４
条
）
：
9
7
9
件
う
ち
協
議
に
至
っ
た
も
の

8
1
件

買
取
り
に
至
っ
た
も
の

0
件

申
出
（
第
５
条
）
：
7
9
件
う
ち
協
議
に
至
っ
た
も
の

1
4
件

買
取
り
に
至
っ
た
も
の

3
件

2
地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
買
取
り
希

望
の
照
会
先

生
産
緑
地
法
と
公
拡
法
で
照
会
先
が
同
じ

1
1
3
市
町
村

〃
異
な
る

9
4
市
町
村

そ
の
他

５
市
町
村

3
生
産
緑
地
法
と
公
拡
法
の
手
続
に
関
す

る
意
見

手
続
の
合
理
化
や
改
善
を
求
め
る

1
2
1
市
町
村

特
に
手
続
に
支
障
は
な
い

1
1
市
町
村

特
に
意
見
な
し
・
無
回
答

8
0
市
町
村

１
）
生
産
緑
地
地
区
に
お
い
て
公
拡
法
の
手
続
が
行
わ
れ
た
事
例
の
う
ち
、
生
産
緑
地
法
第
1
0
条
の
買
取
り
の
申
出
後
に
行
わ
れ
た
も
の
が
過
半

を
占
め
る
。

一
方
、
生
産
緑
地
地
区
に
お
い
て
公
拡
法
の
手
続
で
買
取
り
の
協
議
が
行
わ
れ
た
事
例
も
確
認
さ
れ
た
。

２
）
生
産
緑
地
法
と
公
拡
法
で
買
取
り
希
望
の
照
会
先
が
同
じ
市
町
村
が
過
半
で
あ
る
が
、
異
な
る
市
町
村
も
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

３
）
生
産
緑
地
法
と
公
拡
法
の
手
続
の
合
理
化
を
求
め
る
意
見
が
相
当
数
寄
せ
ら
れ
た
ほ
か
、
現
行
で
も
特
に
支
障
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

■
調
査
結
果
概
要

3



買
取
り
の
有
無
の
通
知
（第
12
条
）▲

行
為
制
限
解
除
（第
14
条
）▼

▲
買
い
取
ら
な
い
場
合
：農
林
漁
業
従
事
者
へ
の
取
得
の
あ
っ
せ
ん
（第
13
条
）

買
取
り
の
協
議
を
行
う
通
知
（第
６
条
）▲

買
取
り
の
協
議
を
行
う
場
合

譲
渡
の
制
限

1月
以
内

第
三
者
に
譲
渡
可
能

３
月

買
取
り
希
望
の
照
会

３
週
間
以
内

３
週
間

買
取
り
希
望
の
照
会

第
三
者
に

譲
渡
可
能

手
続
の
合
理
化
に
つ
い
て

検
討

買
取
り
申
出
か
ら

対
応
案

１
ヶ
月

３
ヶ
月

３
ヶ
月
＋
３
週

３
ヶ
月
＋
６
週

合
理
化
の
イ
メ
ー
ジ

届 出 （ 公 第 ４ 条 ）

公
拡
法
関
係
手
続

（公
）

生
産
緑
地
法
関
係
手
続
（生
）

凡 例

公
拡
法
の
目
的
や
、
実
態
調
査
の
結
果
（
生
産
緑
地
地
区
に
お
い
て
公
拡
法
の
手
続
で
買
取
り
の
協
議
が
行
わ

れ
た
事
例
）
に
照
ら
し
て
、
生
産
緑
地
を
一
律
に
公
拡
法
の
届
出
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
手

続
の
合
理
化
や
改
善
を
求
め
る
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
生
産
緑
地
法
第
1
0
条
の
買
取
り
の
申
出
が
行
わ

れ
た
場
合
の
手
続
を
合
理
化
で
き
る
よ
う
制
度
改
正
を
含
め
て
検
討
す
る
。

買 取 り 申 出 （ 生 第 1
0
条 ）

4
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宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
業
者
名
簿
等
の

閲
覧
制
度
に
係
る
対
象
書
類
の
見
直
し
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
不
動
産
・
建
設
経
済
局

令
和
５
年
９
月

5

重点番号29：宅地建物取引業者の事業者名簿等の閲覧制度に係る対象書類の簡素化（国土交通省）



Ø
閲
覧
制
度
の
対
象
に
つ
い
て
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
従
業
者
等
の
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
な
が
ら
、
消

費
者
等
に
よ
る
適
切
な
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
選
定
に
資
す
る
必
要
十
分
な
情
報
に
つ
い
て
、
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ

ル
両
方
で
公
開
す
る
こ
と
を
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
、
制
度
そ
の
も
の
の
見
直
し
を
検
討
。

（
見
直
し
の
イ
メ
ー
ジ
）

閲
覧
制
度
に
係
る
対
象
書
類
の
見
直
し
に
つ
い
て

個
人
の
プ
ライ
バ
シ
ー
情
報

他
の
情
報
で
代
替
可
能
と考
え
られ
る
情
報

例
：
専
任
の
宅
地
建
物
取
引
士
の
氏
名

例
：
欠
格
要
件
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
面

例
：
宅
地
建
物
取
引
業
経
歴
書

Ø
閲
覧
方
法
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
等
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
添
付
書
類
の
様
式
の
見
直
し
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
申
請
・
閲
覧
一
体
的
な
運
用
が
可
能
と
な
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
を
検
討
。

閲
覧
対
象
か
ら除
外
す
る
情
報

引
き
続
き
閲
覧
対
象
とす
る
情
報

（
個
人
の
プ
ライ
バ
シ
ー
情
報
で
な
く、
か
つ
、宅
地
建
物
取
引
業
者
の
選
定
に
資
す
る
と考
え
られ
る
情
報
）

第
二
次
回
答

現
在
の
検
討
状
況

l
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
業
者
名
簿
等
の
閲
覧
制
度
に
係
る
対
象
書
類
に
つ
い
て
、
提
案
団
体
や
専
門
部
会
か
ら

の
ご
意
見
等
も
念
頭
に
、
閲
覧
希
望
者
に
よ
る
業
者
選
定
へ
の
影
響
を
踏
ま
え
て
閲
覧
対
象
か
ら
除
外
す
る
書
類
を
検

討
す
る
な
ど
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
方
向
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

l
現
在
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
有
識
者
や
業
界
団
体
、
地
方
自
治
体
等
の
意
見
を
聴
取
し
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
年
内
に
結
論
を
得
た
う
え
で
、
必
要
な
法
令
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

2
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＜
参
考
＞
宅
地
建
物
取
引
業
経
歴
書
の
概
要

3

l
宅
地
建
物
取
引
業
経
歴
書
は
、免
許
の
申
請
（
更
新
）
の
際
に
免
許
行
政
庁
に
提
出
され
て
い
る
。

l
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
直
近
５
年
間
に
行
った
代
理
又
は
媒
介
の
実
績
及
び
売
買
・交
換
の
実
績
に
つ

い
て
、件
数
及
び
価
額
（
千
円
単
位
）
等
が
記
載
され
て
い
る
。

7



＜
参
考
＞
欠
格
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
の
概
要

4

l
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
の
申
請
に
お
い
て
は
、免
許
申
請
者
は
、そ
の
役
員
、政
令
使
用
人
等
も
含

め
て
、欠
格
要
件
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
面
を
提
出
す
る
こと
とさ
れ
て
い
る
。

8



令
和
５
年
９
月

総
務
省
自
治
行
政
局
住
民
制
度
課

法
務
省
民
事
局
民
事
第
一
課

住
民
票
等
の
各
種
証
明
書
や
戸
籍
に
関
す
る
証
明
書
の

公
用
請
求
に
つ
い
て
、
公
文
書
（
請
求
書
）
様
式
の
統
一
化

（
管
理
番
号
2
0
）

9

重点番号31：住民票等の各種証明書や戸籍に関する証明書の公用請求に係る請求様式の統一化（総務省、法務省）



提
案
へ
の
ご
回
答

ま
ず
は
提
案
団
体
か
ら
、
現
行
の
課
題
、
望
ま
し
い
公
用
請
求
の
様
式
、
公
用
請
求
を
受
け
る

こ
と
が
多
い
機
関
な
ど
に
つ
い
て
意
見
聴
取
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え

て
、
対
応
方
針
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

回
答

1

10



提
案
団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果

【
公
用
請
求
を
行
う
機
関
】

○
公
用
請
求
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
機
関
は
以
下
の
と
お
り
。

・
法
務
局
・
日
本
年
金
機
構
・
都
道
府
県
税
事
務
所
・
市
町
村
（
税
・
福
祉
関
係
）

○
公
用
請
求
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
事
務
は
、
徴
税
関
係
事
務
。

【
望
ま
し
い
様
式
に
つ
い
て
】

○
大
量
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
視
認
性
が
高
く
、
何
を
請
求
し
て
い
る
か
ひ
と
目
で
わ
か
る
様
式
が
よ
い
。

○
公
用
請
求
に
あ
た
り
、
法
令
上
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
生
年
月
日
」
が
あ
れ
ば
、
対
象
者
を
特
定
す
る

際
に
便
利
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
便
性
が
向
上
す
る
任
意
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
ほ
し
い
。

【
そ
の
他
】

○
庁
内
の
他
部
署
が
公
用
請
求
を
行
う
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
の
相
談
が
多
い
。
こ
の

場
合
で
も
、
統
一
様
式
が
あ
る
と
説
明
が
し
や
す
い
た
め
、
様
式
を
統
一
す
る
こ
と
は
、
請
求
側
に
も
有
益
だ
と
考
え
る
。

○
制
度
を
理
解
せ
ず
に
不
要
な
請
求
を
行
っ
て
い
る
機
関
も
見
受
け
ら
れ
る
（
例
：
現
住
所
が
必
要
な
場
合
に
、
戸
籍
の

証
明
書
を
請
求
す
る
等
）
。
統
一
様
式
と
と
も
に
、
制
度
の
周
知
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

→
今
後
、
提
案
団
体
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を
踏
ま
え
、
公
用
請
求
を
行
う
こ
と
が
多
い
と
想
定

さ
れ
る
機
関
や
人
口
規
模
の
大
き
い
自
治
体
等
と
意
見
交
換
を
行
い
、
対
応
方
針
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
定
め
る
。

提
案
団
体
（
群
馬
県
吉
岡
町
）
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果

2

11



地
方
公
共
団
体
へ
の
調
査
結
果
の
概
要

○
金
融
機
関
を
指
定
し
て
い
る
企
業
数

・
約
3,
10
0企

業

※
住

民
か

ら
利

用
料

を
徴

収
せ

ず
金

融
機

関
に
出

納
事

務
を
行

わ
せ

る
必

要
が

な
い
用

水

供
給

事
業

な
ど
が

含
ま
れ

る
た
め
、
約
20
0企

業
で
は
金
融
機
関
の
指
定
を
し
て
い
な
い

○
１
金

融
機

関
あ
た
り
の

平
均

担
保

額

・
出
納
取
扱
金
融
機

関
：
32
9万

円

・
収
納

取
扱
金
融
機

関
：
33

万
円

※
当

該
担

保
の

種
類

及
び
提

供
方

法
と
し
て
は

、
口

座
へ

の
入

金
が
85

％
、
定

期
預

金
証

書
が
13
%
を
占

め
る

○
担

保
額

の
算

定
方
法

・
約
50
%
の
企
業
か
ら
「
不
明
」
と
の
回
答

※
そ
の

ほ
か

、
指

定
金

融
機

関
や

他
の

地
方

公
営

企
業

の
担

保
額

を
参

考
に
定

め
た
旨

の

回
答

多
数

○
担
保
管
理
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
事
務

・
約
80
%
の
企
業
か
ら
事
務
は
発
生
し
て
い
な
い
と
の
回
答

・
そ
の

他
の
企
業
で
は

一
定

の
事

務
が

発
生

〈
主

な
事

務
〉

◆
期
日
管
理
事

務
（
有

価
証

券
の

満
期

管
理

な
ど
）

＜
年

１
回

程
度

＞

◆
現
金
管
理
事

務
（
紛

失
し
て
い
な
い
か

の
確
認
な
ど
）

＜
月

１
回

程
度

＞

○
過
去
１
０
年
間
に
担
保
を
実
行
し
た
事
例
の
有
無

な
し

○
担
保
提
供
を
理
由
に
金
融
機
関
か
ら
指
定
を
拒
否
さ
れ
た
事
例
の
有
無

・
17

企
業
に
お
い
て
事
例
あ
り

※
当

初
拒

否
さ
れ

た
も
の

の
、
交

渉
を
継

続
す
る
こ
と
で
結

果
的

に
契

約
を
締

結
す
る
こ
と
が

で
き
た
事

例
（
２
件
）

を
含

む

○
担

保
提

供
義

務
を
廃
止
す
る
場
合
の
支
障

・
約
97

%
の
企
業
か
ら
特
段
の
支
障
な
し
と
の
回
答

・
一
部
の
企
業
か
ら
は
支
障
が
生
じ
る
と
の
回
答
も
見
ら
れ
た

〈
主

な
支

障
〉

◆
損
害
賠
償
請
求

が
必

要
と
な
る
た
め
、
損

害
の

早
期

回
復

が
困

難
と
な
る

◆
賠
償
を
拒
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
損
害
を
十
分
に
補
填
で
き
な
い
お
そ
れ
が
生

じ
る

◆
担
保
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
り
、
応
じ
な
い
場
合
に
契

約
辞

退
が

発
生

す
る
お
そ

れ
が
あ
る

○
担
保
提
供
義
務
の
廃
止
に
伴
い
発
生
す
る
事
務

・
約
70

%
の
企
業
か
ら
特
段
の
事
務
は
発
生
し
な
い
と
の
回
答

・
そ
の
他
の
企
業
に
お
い
て
は
、
条
項
ズ
レ
に
伴
う
契

約
書

の
修

正
や

担
保

提
供

を
取

り
や
め
る
場
合
に
契
約

の
更

改
等
の
事
務
が
発
生
す
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た

＜
担

保
提

供
の

実
態

に
つ

い
て

＞
＜

提
案

内
容

に
係

る
課

題
等

に
つ

い
て

＞

12

重点番号37：地方公営企業に係る収納取扱金融機関の担保提供義務の見直し（総務省）



令
和
５
年
度
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集

【
重
点
番
号
27
】
伐
採
造
林
届
の
提
出
を
不
要
と
す
る
場
合
を
追
加
す
る
見
直
し

専
門
部
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
説
明
資
料

林
野
庁

令
和
５
年
９
月
11
日

13

重点番号27：伐採届の提出を不要とする場合を追加する見直し（農林水産省）



重
点
番
号
27
（
管
理
番
号
74
）
（
ア
）

1

○
１
次
回
答

市
町
村
へ
の
補
助
申
請
等
に
、
法
第
８
条
第
１
項
に
定
め
る
伐
採
造
林
届
の
記
載
事
項
と
同
等
の
内
容
が
網

羅
さ
れ
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
と
の
適
合
が
確
認
可
能
で
あ
る
場
合
、
当
該
申
請
書
を
森
林
法
上
の
伐
採

造
林
届
を
兼
ね
る
も
の
と
取
り
扱
う
こ
と
で
、
法
に
基
づ
く
指
導
監
督
権
限
を
維
持
し
な
が
ら
、
森
林
所
有

者
等
及
び
市
町
村
の
事
務
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

○
１
次
回
答
へ
の
主
な
ご
意
見
（
提
案
団
体
・
専
門
部
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
１
R
）

•
法
改
正
に
よ
ら
ず
提
案
受
け
入
れ
可
能
と
理
解
。

•
記
載
事
項
が
重
複
し
て
い
る
二
重
の
手
続
に
つ
い
て
、
森
林
所
有
者
等
及
び
市
町
村
の
事
務
負
担
が
軽
減

さ
れ
る
よ
う
に
検
討
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
提
案
内
容

【
２
次
回
答
】

（
ア
）
市
町
村
の
補
助
を
受
け
て
間
伐
す
る
場
合
、
伐
造
届
の
提
出
を
不
要
と
す
る
こ
と

市
町
村
へ
の
補
助
申
請
等
に
伐
採
造
林
届
の
記
載
事
項
と
同
等
の
内
容
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

森
林
法
上
の
伐
採
造
林
届
を
兼
ね
る
も
の
と
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
度
内
に
運
用
通
知

等
に
よ
り
明
示
し
ま
す
。
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重
点
番
号
27
（
管
理
番
号
74
）
（
イ
）

2

○
１
次
回
答

伐
採
造
林
届
は
実
施
主
体
が
誰
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
市
町
村
の
林
務
担
当
部
局
に
お
い
て
伐
採
の
状
況

を
把
握
し
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
と
の
適
合
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
届
出
の
対
象
と
し
て
お

り
、
市
町
村
が
実
施
主
体
で
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
法
第
10
条
の
８
第
１
項
に
定
め
る
伐
採
造
林
届
の

適
用
除
外
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

○
１
次
回
答
へ
の
主
な
ご
意
見
（
提
案
団
体
・
専
門
部
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
１
R
）

•
市
町
村
自
ら
が
樹
立
し
た
森
林
整
備
計
画
を
遵
守
し
な
い
間
伐
を
実
施
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

•
市
町
村
内
の
異
な
る
部
局
間
で
、
計
画
と
の
適
合
に
つ
い
て
確
認
す
れ
ば
済
み
、
確
認
方
法
を
法
律
で
義

務
付
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

○
提
案
内
容

（
イ
）
市
町
村
が
事
業
主
体
と
な
り
間
伐
す
る
場
合
、
伐
造
届
の
提
出
を
不
要
と
す
る
こ
と

令
和
５
年
内
に
地
方
自
治
体
の
実
態
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
伐
採
造
林
届
出
制
度
の

運
用
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

【
２
次
回
答
】
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重
点
番
号
27
（
管
理
番
号
75
）

3

○
１
次
回
答

施
設
管
理
上
必
要
な
危
険
木
等
の
伐
採
に
つ
い
て
、
事
前
に
届
出
を
行
う
時
間
の
な
い
緊
急
の
場
合
に
は
、

森
林
法
第
10
条
の
８
第
１
項
第
９
号
の
規
定
に
よ
り
、
伐
採
造
林
届
の
適
用
が
除
外
さ
れ
、
同
条
第
３
項
に

基
づ
く
事
後
届
出
で
対
応
可
能
。

○
１
次
回
答
へ
の
主
な
ご
意
見
（
提
案
団
体
・
専
門
部
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
１
R
）

•
伐
採
造
林
届
の
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
施
設
管
理
上
必
要
最
低
限
の
危
険
木
又
は
支
障
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、

事
後
も
含
め
て
届
出
を
行
う
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

•
自
然
公
園
法
で
は
、
緊
急
の
場
合
に
限
ら
ず
、
危
険
な
木
竹
の
伐
採
は
「
通
常
の
管
理
行
為
や
軽
易
な
行

為
等
」
と
し
て
許
可
が
不
要
。

○
提
案
内
容

施
設
管
理
上
必
要
最
低
限
の
危
険
木
又
は
支
障
木
を
伐
採
す
る
場
合
、
伐
造
届
の
提
出
を
不
要
と
す
る
こ
と

【
２
次
回
答
】

施
設
管
理
上
必
要
な
危
険
木
又
は
支
障
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
内
に
地
方
自
治
体
の
実
態

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
伐
採
造
林
届
出
制
度
の
運
用
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。
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（
参
考
資
料
）
伐
採
造
林
届
出
制
度
で
立
木
の
伐
採
を
届
出
不
要
と
す
る
規
定

①
他
法
令
で
許
可
さ
れ
て
い
る
伐
採
（
二
重
の
手
続
の
回
避
）

②
市
町
村
森
林
整
備
計
画
と
の
適
合
が
担
保
さ
れ
て
い
る
場
合

④
災
害
な
ど
緊
急
の
用
に
供
す
る
場
合
（
事
後
届
出
対
応
）

•
森
林
法
第
10
条
の
２
の
林
地
開
発
許
可

•
森
林
法
第
34
条
第
１
項
の
保
安
林
の
伐
採
許
可

•
他
法
令
に
基
づ
く
、
道
路
法
、
電
事
法
等
の
命
令
・
許
可
な
ど

•
森
林
法
第
11
条
第
５
項
に
基
づ
き
、
森
林
所
有
者
等
が
作
成
し

た
森
林
経
営
計
画
に
基
づ
く
伐
採

•
間
伐
特
措
法
第
５
条
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
定
め
た
特
定
間
伐

促
進
計
画
に
基
づ
く
伐
採
な
ど

（
※
い
ず
れ
も
市
森
計
と
の
適
合
が
制
度
上
担
保
さ
れ
て
い
る
。
）

③
市
町
村
森
林
整
備
計
画
と
の
適
合
の
確
認
を
要
さ
な
い
場
合

•
除
伐
す
る
場
合

•
自
家
用
の
た
め
指
定
の
範
囲
で
伐
採
す
る
場
合

•
倒
木
、
枯
死
木
、
枯
損
木
を
伐
採
す
る
場
合
な
ど

•
火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
緊
急
の
用
に
供

す
る
必
要
が
あ
る
場
合

（
※
伐
採
後
に
市
町
村
長
に
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
。
）

4

自
然
公
園
法
で
立
木
の
伐
採
を
許
可
不
要
と
す
る
規
定

•
宅
地
の
木
竹
の
伐
採

•
自
家
用
の
た
め
の
木
竹
を
択
伐

•
枯
損
し
た
木
竹
又
は
危
険
な
木
竹
の
伐
採

•
電
線
路
、
道
路
の
維
持
に
必
要
な
範
囲
内
の
木
竹
の
伐
採

（
※
電
線
路
、
道
路
以
外
の
一
般
施
設
の
維
持
管
理
の
立
木
の
伐
採
は
許
可
が
必
要
。
）

通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
等

非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置

•
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
行
為

（
※
伐
採
後
に
環
境
大
臣
等
へ
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
。
）

森
林
の
整
備
及
び
保
全

•
森
林
の
保
育
の
た
め
に
間
伐
す
る
こ
と

（
※
森
林
法
に
よ
り
措
置
）

（
※
伐
採
造
林
届
出
制
度
で
は
、
竹
の
伐
採
は
届
出
不
要
。
）

17



森
林
所
有
者
等

市
町
村
森
林
整
備
計
画

森
林
整
備
の
基
本
的
な
考
え
方
や
森
林

施
業
の
規
範
等
を
定
め
る
長
期
的
な
視
点

に
立
っ
た
森
林
づ
く
り
の
構
想
。

伐
採
造
林

の
実
施

Ø
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
（
ゾ
ー
ニ
ン

グ
）
ご
と
の
施
業
方
法
（
主
伐
の
方
法

等
）
を
設
定

Ø
立
木
の
伐
採
や
人
工
造
林
の
標
準
的
な

方
法
、
間
伐
の
標
準
的
な
林
齢
、
方
法
、

間
隔
等
を
設
定

主
な
計
画
事
項

伐
採
届
の
適
合
基
準
と
な
る
。

（
参
考
資
料
・
再
掲
）
伐
採
造
林
届
出
制
度
の
目
的
と
体
系

Ø
伐
採
造
林
届
出
制
度
は
、
適
切
な
森
林
施
業
を
確
保
す
る
た
め
、
立
木
の
伐
採
等
が
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め

ら
れ
た
施
業
の
規
範
に
適
合
し
て
い
る
か
、
市
町
村
が
確
認
す
る
制
度
。

Ø
立
木
を
伐
採
す
る
森
林
所
有
者
等
に
、
事
前
に
伐
採
や
造
林
の
計
画
に
つ
い
て
の
届
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

Ø
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
計
画
の
変
更
命
令
等
の
市
町
村
に
よ
る
指
導
監
督
が
可
能
。

伐
採
造
林

の
状
況
報
告

届
出
の

変
更
命
令

無
届
け
伐
採

伐
採
中
止
命
令

造
林
命
令

届
出
に
沿
っ
た

伐
採
造
林

命
令

届
出
内
容
か
ら
逸
脱

命
令
違
反

10
0万
円

以
下
の
罰
金

5

市
森
計
と
の

適
合
を
審
査伐
採
造
林
届
出
書

の
提
出

市
森
計
に
不
適
合

届 出 書

市
町
村

実 施 後

報 告 書

実
施
後
の

状
況
把
握
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